
いじめ防止プログラム 令和5年4月1日　改正

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 基本計画の確認と共通理解 教職員 いじめ対策委員会 ○ 4月の新学期開始前に全教職員による新年度連絡を行う

2 教職員に対する講演・研修会（いじめ防止） 教職員 いじめ対策委員会 ○ ○ いじめに関した講演会または研修会を行う

3 外部研修会への参加 教職員 学校 関係する研修会に教職員を派遣

4 学生に対するいじめ講演会 学生 いじめ対策委員会 ○ ○ 前学期および後学期開始時に教員によるいじめ防止講演

5 いじめ対策委員会 委員会構成員 いじめ対策委員会 ○ ○ ○ ○ 情報交換・対象案件に対する意見交換

6 いじめ予防企画チーム会議 部会構成員
いじめ対策委員会
（いじめ予防企画部会）

○ ○ ○ ○ 予防啓発の企画・立案

7 HRでの啓発 学生 学級担任 ○ ○ ○ ○ アンケート実施時に担任からいじめに対する啓発

メディアセンター ○ ネットの危険と対策についての講演（No.22と同一）

予防企画部会 ○ 外部講師によるいじめに関する講演会

9 寮での生活指導 学生
学寮委員会
学生相談室

生活指導

10 クラブリーダー研修 クラブリーダー 厚生補導委員会 ○ クラブリーダーを中心として人間関係を基盤としたクラブのあり方を学ぶ

11 学生によるいじめ防止呼びかけ 学生
学生会
(厚生補導委員会）

○ ○ 学生総会において学生が主体となった防止の呼びかけ

12 いじめ予防週間 学生 学校 ○ ○ 学生総会から1週間を予防週間として活動する

後援会支部総会での情報交換

後援会夏季研修会での情報交換

名田地区青少年健全育成連絡協議会での情報交換

和歌山県生徒指導部長会議での情報交換

14 いじめに関するアンケート 学生
いじめ対策委員会
（いじめ予防企画部会）

○ ○ ○ ○ いじめに関するアンケートを年4回行う

15 いじめ対策委員会の周知 学生・教職員
いじめ対策委員会
（いじめ予防企画部会）

○ 新入生オリエンテーション、始業式で周知を行う

16 学生相談窓口の利用周知 学生・教職員 学生相談室 ○ ○ ○ ○ ○

・新入生オリエンテーションでの周知
・全学生にオレンジルーム便りを配布
・学級担任向け告知やピロティーでの学生向け告知、和高専緊急時掲
示板への相談室メールアドレスの掲示

17 全教員での取り組み（特に寮） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 宿直および指導当直で寮内を巡回する。

18 毎日の声かけ、様子の観察 学生 学級担任・教職員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ショートホームルーム、ホームルームおよび講義での観察

19 宿直・学寮指導による寮生への声かけ、観察 寮生
宿直・学寮指導 
（学寮委員会）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各号館巡回時に学生への声掛け、様子の観察を行い、寮務関係者・担
任等と情報を共有する。
低学年（１，２年生）においては自習実施の確認を各部屋ごとに行い、よ
り詳細に様子を見守る。

20 指導寮生による寮生への声掛け・観察 寮生
指導寮生委員会 
（学寮委員会）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
指導寮生委員による学生への声掛け、様子の観察を行い、寮務委員会
と情報を共有する。
月1回の指導寮生委員会でも情報共有と対応を話し合う。

21 学生の情報交換 教職員 学生相談室 ○ ○ ○ ○ 成績と学生の情報把握（学生相談室　4～5回/年）

22 ネット利用・トラブルに関する講演会 学生 メディアセンター 〇 ネットの危険と対策についての講演

23 学生によるネットトラブル防止教室 学生
コンピュータ部
（厚生補導委員会）

○ ○ 学生総会において防止の呼びかけを行う

24 教職員間での情報共有 教職員 学生支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学科会議などによる情報共有

25 講演会・研修会への参加 教職員 学生支援センター 関係する研修会に教職員を派遣

○ ○

特性を有したり、配慮を必要とする学生
への対策

保護者、地域教育関係機関への説明および啓発

インターネット等によるいじめへの対応

随　　時

随　　時

いじめに対応する委員会

いじめがおきにくい環境づくりを行うため 
の取組

いじめを早期に発見するための取組

保護者・教育関係機関 学校

いじめ防止講演会・研修会 学生8

13

実施内容

随　　時

主な内容 実施内容 対象 実施部署

実施時期

いじめについての正しい理解

No.


